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○上三川町地域公共交通活性化協議会設置要綱 

平成３０年３月７日 

告示第１７号 

（設置） 

第１条 上三川町地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第６条に基づき、上三川

町地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の作成及び実施に関し必要

な協議を行うとともに、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、町

民生活に必要なバス等の旅客運送の確保を図り、利用者の利便の増進のための施策及び

地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。 

(1) 網形成計画の策定及び変更に関する事項 

(2) 網形成計画の実施に関する事項 

(3) 地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等旅客輸送の確保及びその他旅

客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項 

(4) 協議会の運営方法に関する事項 

(5) その他協議会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内をもって組織し、委員は副町長及び次の各号に掲げる

者のうちから町長が委嘱、又は任命する者とする。 

(1) 一般旅客自動車運送事業者 

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者 

 (3) 栃木運輸支局長又はその指名する者 

 (4) 住民又は利用者の代表者 

 (5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

 (6) 道路管理者又はその指名する者 

 (7) 下野警察署長又はその指名する者 

 (8) 学識経験を有する者 

 (9) その他町長が必要と認める者 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、上三川町副町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは会長の職務を代理する。 

（委員の任期） 

【資料２】 
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第５条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から２年とし、再任を妨げない。 

２ 欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その職を失う。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は、上三川町の公共交通施策を担当する課において処理する。 

（協議会の運営） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができること

とし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告するものとする。 

４ 前項の規定による報告があったときは、欠席する委員の代理の者の出席をもって当該

委員の出席とみなす。 

５ 会議の議決方法は、出席委員の過半数の賛同をもって決することとする。ただし、可

否同数の場合は、議長の決するところによる。 

６ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な

会議の運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うことができる。 

７ 会長は、軽易な事項又は急を要する事項については、書面をもって賛否を求め、その

回答をもって会議の決議に代えることができる。 

（協議結果の尊重義務） 

第８条 委員は、協議会で決議した事項について、その結果を尊重しなければならない。 

（関係者の出席等） 

第９条 協議会は、協議に必要があると認められるときは、委員以外の関係者に対して会

議への出席を依頼し、意見、説明若しくは資料提出を求めることができる。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（抄） 

（目的） 

第一条 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、移動のための交通手段に関

する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経

済情勢の変化に対応し、地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都

市活動の実現、観光その他の地域間の交流の促進並びに交通に係る環境への負荷の低減

を図るための基盤となる地域における公共交通網（以下「地域公共交通網」という。）の

形成の促進の観点から地域公共交通の活性化及び再生を推進することが重要となってい

ることに鑑み、交通政策基本法（平成二十五年法律第九十二号）の基本理念にのっとり、

地方公共団体による地域公共交通網形成計画の作成及び地域公共交通特定事業の実施に

関する措置並びに新地域旅客運送事業の円滑化を図るための措置について定めることに

より、持続可能な地域公共交通網の形成に資するよう地域公共交通の活性化及び再生の

ための地域における主体的な取組及び創意工夫を推進し、もって個性豊かで活力に満ち

た地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（平二六法四一・一部改正） 

（地域公共交通網形成計画） 

第五条 地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町

村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村

と共同して、当該市町村の区域内について、持続可能な地域公共交通網の形成に資する

地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画（以下「地域公共交通網形成計画」

という。）を作成することができる。 

２ 地域公共交通網形成計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進に

関する基本的な方針 

二 地域公共交通網形成計画の区域 

三 地域公共交通網形成計画の目標 

四 前号の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項 
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五 地域公共交通網形成計画の達成状況の評価に関する事項 

六 計画期間 

七 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通網形成計画の実施に関し当該地方公共団体

が必要と認める事項 

３ 地域公共交通網形成計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、都市機能の増進

に必要な施設の立地の適正化に関する施策との連携その他の持続可能な地域公共交通網

の形成に際し配慮すべき事項を定めるよう努めるものとする。 

４ 第二項第四号に掲げる事項には、地域公共交通特定事業に関する事項を定めることが

できる。 

５ 地域公共交通網形成計画は、都市計画、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第十

八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針、中心市街地の活性化に関する法律

（平成十年法律第九十二号）第九条の中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一

体的に推進するための基本的な計画及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成十八年法律第九十一号）第二十五条の移動等円滑化に係る事業の重点的

かつ一体的な推進に関する基本的な構想との調和が保たれたものでなければならない。 

６ 地方公共団体は、地域公共交通網形成計画を作成しようとするときは、あらかじめ、

住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を

講じなければならない。 

７ 地方公共団体は、地域公共交通網形成計画を作成しようとするときは、これに定めよ

うとする第二項第四号に掲げる事項について、次条第一項の協議会が組織されている場

合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には関係する公共

交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通網形成計画に定めようとす

る事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会と協議をしなければならない。 

８ 地方公共団体は、地域公共交通網形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表

するとともに、主務大臣、都道府県（当該地域公共交通網形成計画を作成した都道府県

を除く。）並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交

通網形成計画に定める事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会に、地域
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公共交通網形成計画を送付しなければならない。 

９ 主務大臣及び都道府県は、前項の規定により地域公共交通網形成計画の送付を受けた

ときは、主務大臣にあっては地方公共団体に対し、都道府県にあっては市町村に対し、

必要な助言をすることができる。 

１０ 第六項から前項までの規定は、地域公共交通網形成計画の変更について準用する。 

（平二三法三五・平二六法四一・一部改正） 

 

（協議会） 

第六条 地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通網形

成計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会（以下「協議会」という。）

を組織することができる。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 地域公共交通網形成計画を作成しようとする地方公共団体 

二 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通網形成計画

に定めようとする事業を実施すると見込まれる者 

三 関係する公安委員会及び地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団

体が必要と認める者 

３ 第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、同項に規定する協議を行う旨

を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る

協議に応じなければならない。 

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊

重しなければならない。 

６ 主務大臣及び都道府県（第一項の規定により協議会を組織する都道府県を除く。）は、

地域公共交通網形成計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じ

て、必要な助言をすることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
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（平二六法四一・一部改正） 

（地域公共交通網形成計画の作成等の提案） 

第七条 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域公共交通網形成計画の作成又は変

更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該

提案に係る地域公共交通網形成計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

一 公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通網形成計画に定めよ

うとする事業を実施しようとする者 

二 地域公共交通の利用者その他の地域公共交通の利用に関し利害関係を有する者 

２ 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域公共交通網形

成計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。こ

の場合において、地域公共交通網形成計画の作成又は変更をしないこととするときは、

その理由を明らかにしなければならない。 

（平二六法四一・一部改正） 
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道路運送法（抄） 

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金）  

第九条  一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者（以下「一般乗合旅客自動車運送事業

者」という。）は、旅客の運賃及び料金（旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとし

て国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十八

条の二第二号及び第五号並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。）の上

限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも

同様とする。  

２  国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正

な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしな

ければならない。  

３  一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運

賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更

しようとするときも同様とする。  

４  一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に

必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を行う場合

において、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送

事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者が当該運送に係る運賃等について合意

しているときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項及び前項の規定にかかわ

らず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。これを変更し

ようとするときも同様とする。  

５  一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める運賃及び料金を定

めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。こ

れを変更しようとするときも同様とする。  

６  国土交通大臣は、第三項若しくは第四項の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の

各号（第三項又は第四項の運賃等にあつては、第二号又は第三号）のいずれかに該当する

と認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又

は運賃若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる。  

一  社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあ

るものであるとき。  

二  特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。  

三  他の一般旅客自動車運送事業者（一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下

同じ。）との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。 
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道路運送法施行規則（抄） 

（地域公共交通会議の構成員）  

第九条の三  地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。  

一 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長  

二 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する

団体  

三 住民又は旅客  

四 地方運輸局長  

五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体  

２ 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、

前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えるこ

とができる。  

一 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は第四十九条第一号に規定する市町

村運営有償運送について協議を行う場合には、次に掲げる者  

イ 道路管理者 

ロ 都道府県警察 

二 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者  

 


